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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体に設けられた開口部の上に指の腹部分が位置するように指の位置をガイドするガイ
ド部と、
　上記筐体に設けられ、上記ガイド部によりガイドされている指の腹部分と背部分の間と
なる指の両側面に対して、血管に吸収される性質を有する特性光を照射する照射部と、
　上記筐体に設けられ、上記照射部から指の両側面に対して照射される特性光の光路を遮
蔽する遮蔽部と、
　指の内方で散乱して指の腹部分から上記開口部を介して入射される特性光を固体撮像素
子に導く導光部と、
　上記固体撮像素子から出力される画像信号の画像に対し、注目範囲における中心画素の
輝度をその注目範囲における画素の輝度の統計値とする処理を、上記照射部から指の両側
面に対して照射される特性光の照射方向に対応する方向のラインと直交する１又は複数の
ラインを単位として施す信号処理部と
　を具え、
　上記ガイド部は、
　上記開口部の縁に当該開口部を挟んで突設された２つの山型の突起でなり、当該突起の
頂上部が上記開口部の上に配される指の両側面のそれぞれの下側に当接することで、上記
開口部の上に指の腹部分が位置するように指の位置をガイドし、
　上記照射部は、
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　上記ガイド部より外側で、上記ガイド部によりガイドされている指の両側面のそれぞれ
の斜め下方に位置する２つの光源を有し、当該２つの光源のそれぞれから上記ガイド部に
よりガイドされている指の両側面に向かって特性光を照射し、
　上記遮蔽部は、
　上記光源から指の両側面に向かって照射される特性光の照射方向に沿って上記ガイド部
と共に当該特性光の光路を覆うようにして設けられている
　撮像装置。
【請求項２】
　上記特性光を、当該特性光以外の光よりも大きい強度で照射するよう光源を制御する光
源制御部と、
　上記個体撮像素子に単位時間当たりに蓄積される電荷量が飽和量未満となるよう、該単
位時間当たりの電荷量の蓄積時間を調整する調整部と
　をさらに具える請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　上記信号処理部は、
　上記注目範囲の画素数を、上記画像のヒストグラムの波形パターンに応じて決定する
　請求項１に記載の撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置に関し、例えば生体認証する場合に適用して好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、生体認証で用いられる認証情報として、生体表面における指又は掌の指紋等の形
成パターンが一般的に用いられているが、近年、生体内方における血管の形成パターン（
以下、これを血管形成パターンと呼ぶ）も用いられ始めている。
【０００３】
　この場合、血管内の脱酸素化ヘモグロビン（静脈血）又は酸素化ヘモグロビン（動脈血
）に近赤外線帯域の光（近赤外光）が特異的に吸収されるといった性質を利用して血管を
撮像し、この撮像結果に基づいて血管形成パターンを生成する認証装置が提案されている
。
【０００４】
　例えば図２５に示すように、認証装置２００は、指挿入空間２０１の上部を屋根のよう
に覆うようにして構成された光源部２０２と、当該指挿入空間２０１の下部を構成する撮
像部２０３からなり、当該光源部２０２の光源２０２ａから指挿入空間２０１に挿入され
た指に対して近赤外光を照射し、当該指を透過することにより得られる近赤外光を開口部
２０４介して撮像部２０３に入射する。
【０００５】
　そして撮像部２０３は、この近赤外光を、近赤外波長域のみを透過するフィルタ（図示
せず）を介してカメラ２０６に導光し、当該カメラ２０６から得られる血管画像に基づい
て抽出した血管形成パターンを認証情報として生成するようになされている（例えば特許
文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－３０６３２公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところでかかる撮像部２０３においては、指を透過することにより得られる近赤外光の
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みならず、指表面で反射する近赤外光をも入射するため、当該指表面で反射する近赤外光
をノイズ成分として含む血管画像を生成してしまうことにより、当該血管画像の画質が低
下するという問題があった。
【０００８】
　また撮像部２０３においては、近赤外光と共に雰囲気中の可視光等の光を入射するため
、当該近赤外光以外の光をノイズ成分として含む血管画像を生成してしまうことによって
も画質の低下を招くという問題があった。
【０００９】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、画質を向上し得る撮像装置を提案しよう
とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　かかる課題を解決するため本発明は、筐体に設けられた開口部の上に指の腹部分が位置
するように指の位置をガイドするガイド部と、筐体に設けられ、ガイド部によりガイドさ
れている指の腹部分と背部分の間となる指の両側面に対して、血管に吸収される性質を有
する特性光を照射する照射部と、筐体に設けられ、照射部から指の両側面に対して照射さ
れる特性光の光路を遮蔽する遮蔽部と、指の内方で散乱して指の腹部分から開口部を介し
て入射される特性光を固体撮像素子に導く導光部と、固体撮像素子から出力される画像信
号の画像に対し、注目範囲における中心画素の輝度をその注目範囲における画素の輝度の
統計値とする処理を、照射部から指の両側面に対して照射される特性光の照射方向に対応
する方向のラインと直交する１又は複数のラインを単位として施す信号処理部とを設け、
ガイド部は、開口部の縁に当該開口部を挟んで突設された２つの山型の突起でなり、当該
突起の頂上部が開口部の上に配される指の両側面のそれぞれの下側に当接することで、開
口部の上に指の腹部分が位置するように指の位置をガイドし、照射部は、ガイド部より外
側で、ガイド部によりガイドされている指の両側面のそれぞれの斜め下方に位置する２つ
の光源を有し、当該２つの光源のそれぞれからガイド部によりガイドされている指の両側
面に向かって特性光を照射し、遮蔽部は、光源から指の両側面に向かって照射される特性
光の照射方向に沿ってガイド部と共に当該特性光の光路を覆うようにして設けられている
ようにした。
【発明の効果】
【００１１】
　従って、この撮像装置では、撮像対象の表面で反射する照射方向の特定光に基づくノイ
ズ成分を分散することができるため、当該ノイズ成分による血管画像中の撮像対象への影
響を低減することができ、かくして画質を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】第１の実施の形態による認証システムの全体構成を示す略線図である。
【図２】第１の実施の形態による撮像装置の構成を示す略線図である。
【図３】近赤外光の照射方向（１）を示す略線図である。
【図４】第１の実施の形態による撮像制御部および画像処理部の構成を示すブロックであ
る。
【図５】電子シャッタの説明に供する略線図である。
【図６】光電変換によりチャージされる電荷量の説明に供する略線図である。
【図７】血管画像における主成分構成を示す略線図である。
【図８】再構成血管画像の生成の説明に供する略線図である。
【図９】縦５画素の抽出順序を示す略線図である。
【図１０】画像再構成処理の処理前と処理後を示す略線図である。
【図１１】血管画像のヒストグラム波形パターンを示す略線図である。
【図１２】画像処理手順を示すフローチャートである。
【図１３】他の実施の形態による撮像装置の構成（１）を示す略線図である。
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【図１４】他の実施の形態による撮像装置の構成（２）を示す略線図である。
【図１５】他の実施の形態による撮像装置の構成（３）を示す略線図である。
【図１６】第２の実施の形態による認証システムの全体構成を示す略線図である。
【図１７】第２の実施の形態による撮像装置の構成を示す略線図である。
【図１８】近赤外光光源の配置状態の説明に供する略線図である。
【図１９】近赤外光の照射方向（２）を示す略線図である。
【図２０】第２の実施の形態による撮像制御部および画像処理部の構成を示すブロックで
ある。
【図２１】照射方向とノイズとの関係を示す略線図である。
【図２２】血管成分とノイズ成分との説明に供する略線図である。
【図２３】共通部分の抽出の説明に供する略線図である。
【図２４】撮像処理手順を示すフローチャートである。
【図２５】従来による撮像装置の構成を示す略線図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下図面について本発明の一実施の形態を詳述する。
【００１４】
（１）第１の実施の形態
（１－１）認証装置の全体構成
　図１において、１は全体として第１の実施の形態による認証システムの全体構成を示し
、この認証システム１全体の制御を司る制御装置２に対して、撮像装置３及び認証装置４
が接続されることにより構成される。
【００１５】
　この制御装置２は、中央処理ユニット、ワークメモリ、情報記憶メモリを有し、当該情
報記憶メモリには、複数種類のデータ及びプログラムが記憶されている。そして制御部２
は、ワークメモリにロードしたプログラムに従って、情報記憶メモリに記憶された各種情
報を適宜用いて各種処理を実行し、必要に応じて所定の制御信号を撮像装置３又は認証装
置４に送出するようにして、この認証システム１全体を制御する。
【００１６】
　撮像装置３は、血管内の脱酸素化ヘモグロビン（静脈血）又は酸素化ヘモグロビン（動
脈血）に近赤外線帯域の光（近赤外光）が特異的に吸収されることを利用して生体におけ
る例えば指に内在する血管を撮像対象として撮像する。
【００１７】
　そして撮像装置３は、この撮像結果として得られる血管画像に基づいて、このときの撮
像対象者固有の血管形成パターンをデータ（以下、これを認証情報と呼ぶ）として生成し
、これを認証装置４に送出する。
【００１８】
　認証装置４は、所定の伝送路を介して登録データベースＤＢに接続されており、この登
録データベースＤＢには、撮像装置３と同一部位における撮像結果に基づいて同一の処理
が施されることにより生成された１又は２以上の血管形成パターンが登録者の血管形成パ
ターン（以下、これを登録血管形成パターンと呼ぶ）として登録されている。
【００１９】
　そして認証装置４は、制御装置２のモード信号に応じて登録モード又は認証モードを実
行するようになされており、当該登録モード時には、撮像装置３から供給される認証情報
の血管形成パターンを登録血管形成パターンとして登録データベースＤＢに登録する。
【００２０】
　これに対して認証装置４は、認証モード時には、撮像装置３から供給される認証情報の
血管形成パターンと、登録データベースＤＢに登録された登録血管形成パターンとを照合
する。
【００２１】
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　ここで認証装置４は、この照合結果として所定の閾値以下となる合致率が得られた場合
には、このとき撮像装置３で撮像した撮像対象者が登録データベースＤＢに登録された登
録者ではないと判定し、これに対して所定の閾値よりも高い合致率が得られた場合には、
当該撮像対象者が登録者本人であると判定するようになされている。
【００２２】
　このようにこの認証システム１においては、生体固有の血管形成パターンを用いて認証
することにより、当該生体表面に有する指紋等に比して生体からの直接的な盗用を防止で
きるのみならず、第三者による登録者への成りすましをも防止できるようになされている
。
【００２３】
（１－２）撮像装置の具体的構成
　この撮像装置３は、図２に示すように、撮像部１０と、当該撮像部１０を制御する撮像
制御部２０と、当該撮像部１０で撮像された結果得られる血管画像に対して各種処理を施
す画像処理部３０とによって構成される。
【００２４】
（１－２－１）撮像部の構成
　この撮像部１０は、撮像装置３の筺体の所定位置に設けられた撮像開口部１１を有し、
当該筺体表面には、所定材質でなる無色透明の蓋部ＣＶが撮像開口部１１を覆うように設
けられていると共に、当該撮像開口部１１上に指ＦＧをガイドするためのガイド溝１２（
１２ａ及び１２ｂ）が設けられている。そしてこの撮像装置３の筺体内には、撮像開口部
１１下において、カメラ部１４が収納されている。
【００２５】
　これによりこの撮像部１０は、撮像開口部１１から撮像装置３の筺体内への異物の流入
を防止すると共に、ガイド溝１２によってガイドされた指ＦＧでカメラ部１４を汚すとい
った事態を未然に防止することができるようになされている。
【００２６】
　また撮像部１０は、撮像開口部１１上にガイドされた指ＦＧに対して近赤外光を照射す
る近赤外光光源１３（１３ａ及び１３ｂ）が設けられている。この近赤外光光源１３にお
いては、図２及び図３に示すように、撮像開口部１１上にガイドされた指ＦＧの指差方向
ＤＸ（図３）に直行する照射方向ＤＹ（図３）から指ＦＧの腹部分（以下、これを指腹と
呼ぶ）に近赤外光が照射されるようにその位置が選定されている。
【００２７】
　これにより撮像部１０においては、近赤外光光源１３から撮像開口部１１上にガイドさ
れた指ＦＧの指腹に対して照射され、当該指ＦＧ内方の血管組織では内在するヘモグロビ
ンに吸収されると共に血管組織以外の組織では散乱して当該指ＦＧ内方から得られる近赤
外光を、撮像開口部１１を介してカメラ部１４に入射することができるようになされてい
る（以下、指ＦＧ内方から得られる近赤外光を血管射影光と呼ぶ）。
【００２８】
　このカメラ部１４は、撮像開口部１１下の光路において、近赤外線帯域の波長（およそ
７００[nm]～９００[nm]）に対応する光を透過するフィルタ（以下、これを近赤外光透過
フィルタと呼ぶ）１４ａ、レンズ１４ｂ及び固体撮像素子１４ｃが順次配されてなり、当
該撮像開口部１１から入射される光のうち血管射影光を固体撮像素子１４ｃに導光するよ
うになされている。
【００２９】
　かかる構成に加えてこのカメラ部１４には、撮像開口部１１及び近赤外光透過フィルタ
１４ａ間において、照射方向ＤＹに対して直交する方向（即ち指差方向ＤＸと同方向）に
偏光軸を有する偏光板１５が設けられている。
【００３０】
　この場合、このカメラ部１４では、指差方向に垂直である方向から、人差指ＦＧの内方
を経由することなく反射した近赤外光（以下、これを指表面反射近赤外光と呼ぶ）は偏向
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板１５により光路から逸れ、これに対して血管射影光は、人差指ＦＧの内方で散乱した光
であるため、偏向板１５を通過することとなる。
【００３１】
　従ってこのカメラ部１４は、撮像開口部１１から近赤外光透過フィルタ１５を介して入
射される血管射影光（散乱光）及び指表面反射近赤外光（表面反射光）のうち、当該血管
射影光を選択的に固体撮像素子１４ｃに導光することができるようになされている。
【００３２】
　この固体撮像素子１４ｃは、格子状に配された複数の光電変換素子を有し、これら光電
変換素子において血管射影光を光電変換する。そして固体撮像素子１４ｃは、この光電変
換結果として各光電変換素子それぞれにチャージされる電荷を、撮像制御部２０から供給
される電荷読出パルス信号Ｓ１に従って読み出すと共に、電荷リセットパルス信号Ｓ２に
従ってリセットし、当該読み出した電荷を血管画像信号Ｓ１０として画像処理部３０に出
力するようになされている。
【００３３】
　このようにしてこの撮像部１０は、撮像開口部１１に対向させるように配置された指Ｆ
Ｇ内方における血管を撮像対象として撮像することができるようになされている。
【００３４】
（１－２－２）撮像制御部の構成
　図４に示すように、撮像制御部２０は、光源駆動部２１、クロック発生部２２及び電荷
量調整部２３によって構成される。
【００３５】
　この光源駆動部２１は、通常光の強度よりも近赤外光が大きくなるように予め設定され
た複数の電圧値のうち、例えば操作部（図示せず）から入力された電圧値に対応する電圧
を生成する。そして光源駆動部２１は、この電圧を光源駆動信号Ｓ３として近赤外光光源
１３（１３ａ及び１３ｂ）に出力するようにして、当該近赤外光光源１３を駆動するよう
になされている。
【００３６】
　この結果、近赤外光光源１３（１３ａ及び１３ｂ）が点灯し、撮像開口部１１上にガイ
ドされた指ＦＧ（図１）には、通常光よりも大きい強度の近赤外光が照射されることとな
る。
【００３７】
　クロック発生部２２は、図５（Ａ）に示すように、立ち下がり時点から次の立ち下がり
時点までの単位期間ＰＴとする所定のデューティー比の基準パルス信号Ｓ４を生成し、こ
れを電荷量調整部２３に送出する。
【００３８】
　電荷量調整部２３は、クロック発生部２１から供給される基準パルス信号Ｓ４をそのま
ま電荷読出パルス信号Ｓ１として固体撮像素子１４ｃに送出する。この場合、この固体撮
像素子１４ｃでは、単位期間ＰＴ（図５（Ａ））において各光電変換素子にチャージされ
る電荷が、立ち下がり時点を読出開始時点として周期的に読み出される。
【００３９】
　しかしこの場合、図６（Ａ）に示すように、近赤外光光源１３から照射される近赤外光
の強度が通常光よりも大きいことに起因して、固体撮像素子１４ｃでは単位期間ＰＴ（図
５（Ａ））の途中で各光電変換素子にチャージされる電荷が飽和するといった事態が起こ
ることとなる。
【００４０】
　そこでこの電荷量調整部２３は、電子シャッタと呼ばれる露光時間制御処理を実行し、
固体撮像素子１４ｃ（各光電変換素子）にチャージされる単位期間ＰＴ（図５（Ａ））当
たりの電荷量を制限するようになされている。
【００４１】
　実際上、電荷量調整部２３は、図５（Ｂ）に示すように、電荷読出パルス信号Ｓ１（基
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準パルス信号Ｓ４）の単位期間ＰＴから例えば中間時点を順次検出し、当該中間時点を固
体撮像素子１４ｃ（各光電変換素子）にチャージされている電荷のリセット時点とする電
荷リセットパルス信号Ｓ２を生成し、これを固体撮像素子１４ｃに送出する。
【００４２】
　この結果、固体撮像素子１４ｃでは、図５（Ｃ）に示すように、単位期間ＰＴにチャー
ジされる電荷が、電荷リセットパルス信号Ｓ２のリセット時点から電荷読出パルス信号Ｓ
１（基準パルス信号Ｓ４）の立ち下がり時点までの期間（以下、これを電荷蓄積期間と呼
ぶ）ＥＳＴのみに制限されることとなる。
【００４３】
　そして図６（Ｂ）に示すように、固体撮像素子１４ｃでは、血管射影光と共に通常光が
入射した場合であっても、当該血管射影光及び通常光に対する光電変換結果として各光電
変換素子にチャージされる電荷量が相対的に減少することになるため、当該固体撮像素子
１４ｃにおける血管射影光に対する撮像感度は通常光による実質的な影響のない状態とな
る。
【００４４】
　このようにして電荷量調整部２３は、固体撮像素子１４ｃ（各光電変換素子）にチャー
ジされる電荷量を制限することにより、通常光による実質的な影響のない状態となるよう
に血管射影光に対する固体撮像素子１４ｃでの撮像感度を調整することができるようにな
されている。
【００４５】
　かかる構成に加えてこの電荷量調整部２３は、生体に照射される近赤外光の強度に応じ
て、電荷蓄積期間ＥＳＴを可変するようになされている。
【００４６】
　この場合、電荷量調整部２３は、光源駆動部２１において設定される電圧値と、単位期
間ＰＴ（図５（Ａ））にリセットするリセット時点との対応付けとして、当該電圧値が大
きいほどリセット時点を遅くするように対応付けられたテーブルを保持しており、このテ
ーブルに基づいて、光源駆動部２１で生成される電圧の電圧値が変わるごとに当該電圧値
に対応するリセット時点を検出時点として設定する。そして電荷量調整部２３は、この設
定したリセット時点を順次検出するようにして電荷リセットパルス信号Ｓ２を生成するよ
うになされている。
【００４７】
　これにより電荷量調整部２３は、近赤外光光源１３から指ＦＧに照射される近赤外光の
強度に応じて固体撮像素子１４ｃ（各光電変換素子）にチャージされる電荷の制限量を調
整することができるため、当該強度にかかわらず血管射影光に対する固体撮像素子１４ｃ
での撮像感度を通常光による実質的な影響のない状態に調整することができるようになさ
れている。
【００４８】
　このようにしてこの撮像制御部２０は、近赤外光光源１３及び固体撮像素子１４をそれ
ぞれ制御することができるようになされている。
【００４９】
（１－２－３）画像処理部の構成
　画像処理部３０は、図４に示したように、画像再構成部３１、２値化部３２及びパター
ン抽出部３３によって構成される。
【００５０】
　この画像再構成部３１は、撮像部１０から出力される血管画像信号Ｓ１０に対して所定
の周波数変換処理を施すようにして、当該血管画像信号Ｓ１０に基づく血管画像を再構成
する画像再構成処理を実行する。
【００５１】
　ここで、上述した撮像部１０では、偏光板１５（図２）により指表面反射近赤外光が光
路外に逸らされるが、当該指表面反射近赤外光の全てが照射方向ＤＹ（図３）に沿って指



(8) JP 5146497 B2 2013.2.20

10

20

30

40

50

腹表面を反射することはないため、一部の指表面反射近赤外光は血管射影光と共に固体撮
像素子１４ｃに導光されることとなる。
【００５２】
　従って、例えば図７に示すように、この固体撮像素子１４ｃから出力される血管画像信
号Ｓ１０に基づく血管画像ＢＩＭには、血管射影光に基づく血管成分と共に指表面反射近
赤外光に基づくノイズ成分が含まれた状態となる。
【００５３】
　そしてこのノイズ成分は、照射方向ＤＹ（図３）に沿って反射した反射光（指表面反射
近赤外光）に対する光電変換結果であるため、当該照射方向ＤＹに対応する水平方向に出
現する（以下、このノイズ成分を横縞ノイズ成分と呼ぶ）。
【００５４】
　従って、この画像再構成部３１は、血管画像ＢＩＭにおける水平方向の輝度値が滑らか
となるように血管画像ＢＩＭを再構成するようになされている。
【００５５】
　具体的には画像再構成部３１は、例えば図８（Ａ）に示すように、例えば互いに隣接す
る縦５画素に相当する抽出範囲ＡＲを血管画像ＢＩＭにおける左端に設定し、当該設定し
た抽出範囲ＡＲにおける縦５画素を抽出する。そして画像再構成部３１は、この縦５画素
における輝度平均値を算出し、当該算出した輝度平均値を、このとき抽出した抽出範囲Ａ
Ｒ（縦５画素）の真ん中の画素（以下、これを中心画素と呼ぶ）に対応する再構成血管画
像ＲＩＭの画素として生成する。
【００５６】
　次いで画像再構成部３１は、図８（Ｂ）に示すように、抽出範囲ＡＲを指差平行方向に
１画素ずらして設定し、当該設定した抽出範囲ＡＲにおける縦５画素を抽出した後、当該
抽出した縦５画素の輝度平均値を、このとき抽出した抽出範囲ＡＲの中心画素に対応する
再構成血管画像ＲＩＭの画素として生成する。
【００５７】
　以下同様にして画像再構成部３１は、図８（Ｃ）に示すように、最左縦列において抽出
範囲ＡＲを１画素ずつシフトするようにして縦５画素を順次抽出し、当該抽出した縦５画
素の輝度平均値を、このとき抽出した抽出範囲ＡＲの中心画素に対応する再構成血管画像
ＲＩＭの画素として生成する。
【００５８】
　なお画像再構成部３１は、上２画素については、当該上２画素の輝度平均値を対応する
再構成血管画像ＲＩＭの画素としてそれぞれ生成すると共に、下２画素についても同様に
、当該下２画素の輝度平均値を対応する再構成血管画像ＲＩＭの画素としてそれぞれ生成
するようになされている。
【００５９】
　また画像再構成部３１は、残りの縦列についても最左縦列と同様に、図９に示すように
、ジグザグ状にシフトするようにして再構成血管画像ＲＩＭの画素を順次生成し、かくし
て再構成された再構成血管画像ＲＩＭの信号（以下、これを再構成血管画像信号と呼ぶ）
Ｓ１１を２値化部３２に送出する。
【００６０】
　このように画像再構成部３１は、縦５画素の輝度平均値を当該縦５画素の中心画素に対
応する再構成血管画像ＲＩＭの画素として順次生成するようにして、血管画像ＢＩＭにお
ける水平方向の輝度値が滑らかとなるように画像再構成処理を実行する。
【００６１】
　これにより画像再構成部３１は、図１０に示す実験結果からも明らかなように、血管画
像ＢＩＭに含まれた横縞ノイズ成分を分散することができ、かくして血管画像ＢＩＭの横
縞ノイズ成分が平滑化されてなる再構成血管画像ＲＩＭを生成することができるようにな
されている。
【００６２】
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　かかる構成に加えてこの画像再構成部３１は、上述した画像再構成処理を実行する前処
理として、撮像部１０から出力される血管画像信号Ｓ１０における輝度ヒストグラムの波
形状態に応じて抽出範囲ＡＲの画素数を決定するようになされている。
【００６３】
　ここで、この輝度ヒストグラムにおける波形状態は、例えば図１１に示すように、骨が
細く体脂肪の多い生体（図１１（Ａ））、骨が太く体脂肪の少ない生体（図１１（Ｂ）又
は小児（図１１（Ｃ））によってそれぞれ異なり、当該生体の性別、人種、年齢及び体質
等の生体要素に応じてパターン（以下、これをヒストグラム波形パターンと呼ぶ）大別す
ることができる。このことは、本出願人により既に確認されている。
【００６４】
　従って、血管画像ＢＩＭに占める横縞ノイズ成分の出現量は、ヒストグラム波形パター
ンに応じてある程度特定することができ、これに応じてヒストグラム波形パターンと、抽
出範囲ＡＲにおける縦列方向の画素数との対応関係も特定することができる。
【００６５】
　実際上、この画像再構成部３１には、かかるヒストグラム波形パターンと、抽出範囲Ａ
Ｒにおける画素数との対応付けがテーブルとして記憶された情報記憶メモリ３４（図４）
が接続されている。
【００６６】
　そして画像再構成部３１は、撮像部１０から出力される血管画像信号Ｓ１０における輝
度値を画素ごとに順次検出し、当該検出結果に基づいて血管画像ＢＩＭにおける画素ごと
の輝度値の分布を輝度ヒストグラムとして生成し、この輝度ヒストグラムのヒストグラム
波形パターンに対応する抽出範囲ＡＲにおける画素数を、情報記憶メモリ３４が記憶され
たテーブルを参照して決定するようになされている。
【００６７】
　これにより画像再構成部３１は、このとき撮像部１０から出力された血管画像ＢＩＭに
占める横縞ノイズ成分に応じた抽出範囲ＡＲを決定することができ、この結果、血管画像
ＢＩＭの横縞ノイズ成分がより平滑化されてなる再構成血管画像ＲＩＭを生成することが
できるようになされている。
【００６８】
　２値化部３２は、血管画像再構成信号Ｓ１１に対してＡ／Ｄ(Analog/Digital)変換処理
及び２値化処理を順次施し、この結果得られる２値血管画像のデータ（以下、これを２値
血管画像データと呼ぶ）Ｄ１を画像再構成部３２に送出する。
【００６９】
　パターン抽出部３３は、２値血管画像データＤ１に対して所定の抽出処理を施し、当該
２値血管画像に有する血管の血管形成パターンを抽出し、これを認証情報Ｄ２として認証
装置４（図１）に送出するようになされている。
【００７０】
　このようにしてこの画像処理部３０は、生体内方の血管における血管形成パターンを認
証情報Ｄ２として生成することができるようになされている。
【００７１】
　かかる画像処理部３０による画像処理は、図１２に示す画像処理手順ＲＴ１に従って行
われる。
【００７２】
　すなわち画像処理部３０は、撮像部１０から出力される血管画像信号Ｓ１１を取得する
と、この画像処理手順ＲＴ１をステップＳＰ０において開始し、続くステップＳＰ１に進
んで、当該血管画像信号Ｓ１１におけるヒストグラム波形パターンに対応する抽出範囲Ａ
Ｒ（図８）の画素数として例えば縦５画素を決定する。
【００７３】
　そして画像処理部３０は、ステップＳＰ２に進んで、決定した抽出範囲ＡＲを血管画像
ＢＩＭ（図７）における左端に設定し（図８（Ａ））、当該設定した抽出範囲ＡＲの縦５
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画素を抽出し、次のステップＳＰ３に進んで、当該抽出した縦５画素の輝度平均値を算出
する。
【００７４】
　続いて画像処理部３０は、ステップＳＰ４に進んで、算出した輝度平均値を、ステップ
ＳＰ２で抽出した縦５画素の中心画素に対応する再構成血管画像ＲＩＭの画素として生成
した後、次のステップＳＰ５において、血管画像ＢＩＭにおける全ての画素を抽出したか
否かを判定する。
【００７５】
　ここで否定結果が得られた場合、このことは再構成血管画像ＲＩＭを生成している最中
であることを意味し、このとき画像処理部３０は、ステップＳＰ６に進んで、抽出範囲Ａ
Ｒを１画素ずらして設定し（図８（Ｂ））、ステップＳＰ２に戻って上述の処理を繰り返
す。
【００７６】
　これに対して肯定結果が得られた場合、このことは再構成血管画像ＲＩＭを生成し終わ
ったことを意味し、このとき画像処理部３０は、ステップＳＰ７に進んで、当該再構成血
管画像ＲＩＭを２値化し、続くステップＳＰ８において、当該２値血管画像から血管形成
パターンを抽出し、これを認証情報Ｄ２として認証装置４（図１）に送出した後、次のス
テップＳＰ９に進んで、この画像処理手順ＲＴ１を終了する。
【００７７】
　このようにして画像処理部３０は画像処理を実行するようになされている。
【００７８】
（１－３）動作及び効果
　以上の構成において、この撮像装置３は、指差方向ＤＸに対して直行する照射方向ＤＹ
から近赤外光を指ＦＧに照射し、当該指ＦＧの内方で散乱して得られる血管射影光を固体
撮像素子１４ｃに導光する。そして撮像装置３は、この固体撮像素子１４ｃから出力され
る血管画像信号Ｓ１０に基づく血管画像を、照射方向ＤＹに対応する水平方向の輝度値が
滑らかとなるように再構成する。
【００７９】
　従ってこの撮像装置３では、指ＦＧの表面で照射方向ＤＹに沿って反射する近赤外光（
指表面反射近赤外光）に基づく横縞ノイズ成分を分散することができるため、当該ノイズ
成分による画像中の血管成分への影響を低減することができ、かくして画質を向上するこ
とができる。
【００８０】
　この場合、撮像装置３は、照射方向ＤＹに対して直交する方向（指差方向ＤＸ）に振動
する偏光板１５を設ける。従ってこの撮像装置３では、指ＦＧから得られる血管射影光及
び指表面反射近赤外光のうち血管射影光を選択的に固体撮像素子１４ｃに導光することが
できるため、当該指表面反射近赤外光に基づく横縞ノイズ成分を制限することができ、か
くして一段と画質を向上することができる。
【００８１】
　また撮像装置３は、このようにして水平方向の輝度値が滑らかとなるように再構成され
た再構成血管画像ＲＩＭに基づいて血管形成パターンを抽出し、これを認証情報Ｄ２とし
て生成することにより、指表面反射近赤外光に起因する血管形成パターンにおける抽出精
度の低下を防止することができるため、信頼性の高い認証情報Ｄ２を生成することができ
、この結果、認証時の信頼性を向上することができる。
【００８２】
　以上の構成によれば、指差方向ＤＸに対して直行する照射方向ＤＹから近赤外光を指Ｆ
Ｇに照射し、この指ＦＧの内方で散乱して得られる血管射影光に基づく血管画像を、当該
照射方向ＤＹに対応する水平方向の輝度値が滑らかとなるように再構成するようにしたこ
とにより、指ＦＧの表面で照射方向ＤＹに沿って反射する近赤外光に基づく横縞ノイズ成
分による画像中の血管成分への影響を低減することができ、かくして画質を向上すること
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ができる。
【００８３】
（１－４）他の実施の形態
　なお上述の第１の実施の形態においては、生体の指ＦＧ内方における血管を撮像する撮
像装置として、図１に示した構成の撮像部１０を適用するようにした場合について述べた
が、本発明はこれに限らず、この構成以外の構成でなる種々の撮像装置を適用するように
しても良い。
【００８４】
　例えば図２との対応部分に同一符号を付した図１３に示す撮像装置５０を適用すること
もできる。この撮像装置５０においては、近赤外光光源１３（図２）の配置位置を変更し
てなる近赤外光光源５１（５１ａ及び５１ｂ）と、ガイド溝１２（図２）の形状及び配置
位置を変更してなるガイド溝５２（５２ａ及び５２ｂ）と、遮蔽部５３ａ及び５３ｂとが
設けられている点で撮像装置１０（図２）とは異なっている。
【００８５】
　具体的には５２（５２ａ及び５２ｂ）を挟んで撮像開口部１１とは反対側に近赤外光光
源５１（５１ａ及び５１ｂ）が設けられ、当該ガイド溝５２の表面を一部用いて、近赤外
光光源１３の照射方向ＤＹを覆う遮蔽部５３ａ及び５３ｂが設けられている。
【００８６】
　この撮像装置５０を適用すれば、この遮蔽部５３、ガイド溝５２及び当該ガイド溝５２
にガイドされた指ＦＧによって撮像開口部１１への通常光の入射を低減することができる
ため、指ＦＧの表面で照射方向ＤＹに沿って反射する近赤外光に基づく横縞ノイズ成分の
みならず、通常光に基づくノイズ成分による画像中の血管成分への影響をも低下させるこ
とができる。
【００８７】
　また図１４に示す撮像装置６０を適用することもできる。この撮像装置６０は、指ＦＧ
を透過することにより得られる近赤外光を対象とする点で、指ＦＧ内方を散乱することに
より得られる近赤外光を対象とする撮像装置１０とは本質的に異なる構成となっている。
【００８８】
　具体的にこの撮像装置６０は、近赤外光を照射する近赤外光光源６１（６１ａ～６１ｃ
）を有し、この近赤外光光源６１から照射される近赤外光の光路上には、当該近赤外光の
うち特定の近赤外線帯域の光を透過する第１のフィルタ６２、当該第１のフィルタ６２を
介して得られる光のうち静脈血に吸収される近赤外線帯域とその付近との光を透過する第
２のフィルタ６３及び固体撮像素子６４が順次配置される。
【００８９】
　そしてこの撮像部６０においては、第１のフィルタ６２と第２のフィルタ６３との間に
指ＦＧを介挿し、かつ介挿された指ＦＧを固定することができるようになされている。こ
れに加えてこの撮像部６０においては、通常光の入射を遮蔽する遮蔽部６５が設けられて
おり、これにより指ＦＧ内方における血管の撮像時に遮蔽部６５外における雰囲気中の光
や紫外光による近赤外光への影響を低減することができるようになされている。
【００９０】
　この撮像装置６０を適用すれば、通常光よりも大きい強度の近赤外光を指に照射するこ
となく、露光時間制御処理（電子シャッタ）を実行することなく血管を撮像することがで
きるため、消費電力を抑えると共に処理負荷を低減することができる。これに加えて通常
光に基づくノイズ成分による画像中の血管成分への影響を大幅に低下させることができる
。なお、この撮像装置６０は、例えば家庭用電子機器、パーソナルコンピュータ又は携帯
電話機等の端末装置に搭載する場合ではなく、単体で用いる場合に有効である。
【００９１】
　さらに図１４との対応部分に同一符号を付した図１５に示すように、かかる撮像装置６
０の光路上において、近赤外光光源６１及び第１のフィルタ６２間に入射側偏光板７０を
設けると共に、第２のフィルタ６３及び固体撮像素子６４間に、入射側偏光板７０の振動
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方向に対して直交する方向等の異なる方向に振動する受光側偏光板７１を設けるようにし
ても良い。
【００９２】
　この場合、撮像装置６０では、近赤外光光源６１から入射側偏光板７０を介して指ＦＧ
を透過することにより得られる近赤外光については、当該入射側偏光板７０による偏光が
解除されるため、受光側偏光板７１を介して固体撮像素子６４に入射され、これに対して
指ＦＧ表面を反射する近赤外光については、当該入射側偏光板７０による偏光が解除され
ないため、受光側偏光板７１によって固体撮像素子６４とは異なる方向に偏光されること
となる。従って、この図１５に示す撮像装置６０では、通常光に基づくノイズ成分による
画像中の血管成分への影響を低下させることに加え、指ＦＧの表面反射した近赤外光に基
づくノイズ成分による画像中の血管成分への影響をも低下させることができる。
【００９３】
　また上述の第１の実施の形態においては、撮像対象として、指ＦＧ内方における血管を
適用するようにしたが、本発明はこれに限らず、例えば眼球部分、掌部分、腕部分、脹脛
部分又は足底部分等のこの他種々の生体部位又は生体全身における血管を撮像することが
できる。
【００９４】
　さらに上述の第１の実施の形態においては、生体に対して所定の照射方向から血管に特
有の近赤外光を照射する照射手段として、照射方向ＤＹ（図３）から指ＦＧの指腹に近赤
外光を照射するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、この他種々の
照射方向から近赤外光を照射することができる。またこの場合、血管のうち静脈のみ又は
動脈のみに特異的な近赤外光を照射するようにしても良く、生体内方における血管以外の
固有の構造物に特異的な光を照射するようにしても良い。
【００９５】
　さらに上述の第１の実施の形態においては、照射手段から照射され、生体を経由して得
られる近赤外光を固体撮像素子に導光する導光手段として、照射方向ＤＹに対して直交す
る方向（即ち指差方向ＤＸと同方向）に偏光軸を有する偏光板１５を設けるようにした場
合について述べたが、本発明はこれに限らず、要は、照射方向ＤＹとは異なる方向に偏光
軸を有するこの他種々の偏光板を設けることができる。
【００９６】
　またこの場合、通常光の入射方向とは異なる方向に偏光軸を有する通常光用の振動板を
、偏光板１５に張り合わせるようにしても良い。このようにすれば、指ＦＧの表面で反射
した近赤外光に基づく横縞ノイズ成分のみならず、当該表面で反射した通常光に基づくノ
イズ成分による画像中の血管成分への影響をも低下させることができる。
【００９７】
　またかかる偏光版１５を設けずに、近赤外光透過フィルタ１４ａ及び又はその他の光学
系レンズを導光手段として用いるようにしても良い。
【００９８】
　さらに上述の第１の実施の形態においては、固体撮像素子から出力される画像信号に基
づく画像を、照射方向に対応する方向の輝度値が滑らかとなるように再構成する画像再構
成手段として、指差方向ＤＸ（図３）に直交する方向に対応する水平方向の輝度値が滑ら
かとなるように再構成するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、指
差方向ＤＸから近赤外光を照射し、当該指差方向ＤＸに対応する垂直方向の輝度値が滑ら
かとなるように再構成するようにしても良く、これらを組み合わせるようにしても良い。
【００９９】
　またこの場合、具体的な再構成手法として、抽出範囲ＡＲを１画素ずつジグザグ状（図
９）にシフトするようにして縦５画素を順次抽出し、当該抽出した縦５画素の輝度平均値
を、このとき抽出した抽出範囲ＡＲの中心画素に対応する再構成血管画像ＲＩＭの画素と
して生成するようにしたが、本発明はこれに限らず、例えば縦２列の互いに隣接する複数
の画素を抽出範囲ＡＲとするようにしても良く、また輝度平均値に代えて縦５画素に対し
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て所定の周波数分析処理を施すことにより得られる値、あるいは抽出範囲ＡＲの各画素を
それぞれ所定の割合で乗算し、当該乗算結果を加算することにより得られる値とするよう
にしても良い。
【０１００】
　さらに上述の第１の実施の形態においては、画像処理部３０において１枚の血管画像信
号Ｓ１０から血管形成パターンを抽出するようにした場合について述べたが、本発明はこ
れに限らず、時間的に連続する複数の血管画像信号（動画像信号）から血管形成パターン
を抽出するようにしても良い。
【０１０１】
　この場合、画像処理部３０は、画像再構成部３１において、複数の血管画像信号それぞ
れに対して上述の画像再構成処理を行うことにより各再構成画像信号を生成するが、この
場合、画像処理部３０では、指ＦＧの表面で照射方向ＤＹに沿って反射する近赤外光に基
づく横縞ノイズ成分のみならず、動画像信号特有の水平走査ノイズをも分散させることが
できる。
【０１０２】
　そして画像処理部３０は、これら再構成画像信号に基づく血管形成パターンの抽出手法
として、例えば各再構成画像信号から対応する血管画像信号を減算することにより横縞ノ
イズ成分をそれぞれ抽出し、最少の横縞ノイズ成分の再構成画像信号に対して２値化処理
及びパターン抽出処理を順次を施すことにより血管形成パターンを抽出する。このように
すれば、指表面反射近赤外光に起因する血管形成パターンにおける抽出精度の低下をより
防止することができるため、より信頼性の高い認証情報Ｄ２を生成することができる。
【０１０３】
（２）第２の実施の形態
（２－１）認証装置の全体構成
　図１との対応部分に同一符号を付した図１６において、１０１は全体として第２の実施
の形態による認証システムの全体構成を示し、撮像装置３（図１）に代えて撮像装置１０
３が制御装置２に接続されている点で、第１の実施の形態による認証装置１（図１）とは
異なっている。
【０１０４】
（２－２）撮像装置の具体的構成
　この撮像装置１０３は、図１との対応部分に同一符号を付した図１７に示すように、撮
像部１１０と、当該撮像部１１０を制御する撮像制御部１２０と、当該撮像部１２０で撮
像された結果得られる血管画像に対して各種処理を施す画像処理部１３０とによって構成
される。
【０１０５】
（２－２－１）撮像部の構成
　この撮像部１１０においては、近赤外光光源１３ａ及び１３ｂ（図２）に代えて、図１
７及び図１８に示すように、２つの光源を組とする一対の近赤外光光源１１３ａ、１１３
ｂと、近赤外光光源１１３ｃ、１１３ｄとを設けた点で、第１の実施の形態による撮像部
１０（図２）とは異なっている。
【０１０６】
　これら近赤外光光源１１３ａ、１１３ｂ及び近赤外光光源１１３ｃ、１１３ｄは、この
撮像装置６０の筺体の表面において、固体撮像素子１４ｃを中心として互いに１８０度対
向する位置に設けられている。
【０１０７】
　そして近赤外光光源１１３ａ、１１３ｂにおいては、図１９に示すように、撮像開口部
１１上にガイドされた指ＦＧの指差方向ＤＸに直行する方向（以下、これを指差直交方向
と呼ぶ）ＤＹ１から近赤外光が指腹に照射されるようにその位置が選定されており、また
他方の近赤外光光源１１３ｃ、１１３ｄにおいては、指差方向ＤＸと同方向又は逆方向（
以下、これを指差平行方向と呼ぶ）ＤＹ２から近赤外光が指腹に照射されるようにその位
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置が選定されている。
【０１０８】
　従って撮像部１１０においては、撮像開口部１１上にガイドされた指ＦＧの指腹に対し
て指差直交方向ＤＹ１から照射し、この指ＦＧ内方から得られる血管射影光（図２１（Ａ
）において一点鎖線で示す）をカメラ部１４に入射すると共に、当該ガイドされた指ＦＧ
の指腹に対して指差平行方向ＤＹ２から照射し、この指ＦＧ内方から得られる血管射影光
（図２１（Ｂ）において一点鎖線で示す）をカメラ部１４に入射することができるように
なされている。
【０１０９】
　かかる構成に加えてこの撮像部１１０のカメラ部１４では、偏光板１５（図２）に代え
て、指差平行方向ＤＹ２と同方向に偏光軸を有する偏光板１１５ａと、指差直交方向ＤＹ

１と同方向に偏光軸を有する偏光板１１５ｂとを張り合わせてなる偏光板１１５が設けら
れている。
【０１１０】
　この場合、カメラ部１４（図１７）では、近赤外光光源１１３ａ、１１３ｂから指差直
交方向ＤＹ１に照射されている場合において、当該指差直交方向ＤＹ１に垂直である方向
からの指表面反射近赤外光は偏向板１１５ａにより光路から逸れ、これに対して血管射影
光（散乱光）は散乱光であるため偏向板１１５ａ及び１１５ｂをそれぞれ通過することと
なる。
【０１１１】
　一方、近赤外光光源１１３ｃ、１１３ｄから指差平行方向ＤＹ２に照射されている場合
において、当該指差平行方向ＤＹ２に垂直である方向からの指表面反射近赤外光は偏向板
１１５ｂにより光路から逸れ、これに対して血管射影光（散乱光）は散乱光であるため偏
向板１１５ａ及び１１５ｂをそれぞれ通過することとなる。
【０１１２】
　従ってこのカメラ部１４は、近赤外光光源１１３ａ、１１３ｂ又は近赤外光光源１１３
ｃ、１１３ｄから指ＦＧを経由して得られる血管射影光及び指表面反射近赤外光のうち、
当該血管射影光を選択的に固体撮像素子１４ｃに導光することができるようになされてい
る。
【０１１３】
　かくしてこの撮像部１１０においては、指差直交方向ＤＹ１から指ＦＧを経由して得ら
れる血管射影光を固体撮像素子１４ｃを介して血管画像信号Ｓ１０ａとして画像処理部１
３０に送出し、一方、指差平行方向ＤＹ２から指ＦＧを経由して得られる血管射影光を固
体撮像素子１４ｃを介して血管画像信号Ｓ１０ｂとして画像処理部１３０に送出するよう
になされている。
【０１１４】
（２－２－２）撮像制御部の構成
　撮像制御部１２０は、図１８及び図４との対応部分に同一符号を付した図２０に示すよ
うに、光源駆動部２１（図４）に代えて、近赤外光光源１１３ａ、１１３ｂと近赤外光光
源１１３ｃ、１１３ｄとを交互に時分割制御する光源駆動部１２１が設けられた点で、撮
像制御部２０（図４）とは異なっている。
【０１１５】
　すなわち撮像制御部１２０は、通常光の強度よりも近赤外光が大きくなるように予め設
定された電圧値に対応する光源駆動信号Ｓ３ａ及びＳ３ｂを、所定の期間ごとに対応する
近赤外光光源１１３ａ、１１３ｂ及び近赤外光光源１１３ｃ、１１３ｄに出力するように
して、当該近赤外光光源１１３ａ、１１３ｂと近赤外光光源１１３ｃ、１１３ｄとを時分
割で交互に駆動するようになされている。
【０１１６】
　この結果、近赤外光光源１１３ａ、１１３ｂと近赤外光光源１１３ｃ、１１３ｄとが交
互に点灯し、図２１に示すように、撮像開口部１１上にガイドされた指ＦＧには、通常光
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よりも大きい強度の近赤外光が指差直交方向ＤＹ１（図２１（Ａ）において一点鎖線で示
す）及び指差平行方向ＤＹ２（図２１（Ｂ）において一点鎖線で示す）から交互に照射さ
れることとなる。
【０１１７】
　この場合、上述した撮像部１１０では、偏光板１１５（図１７）により指表面反射近赤
外光が光路外に逸らされるが、当該指表面反射近赤外光の全てが指差直交方向ＤＹ１又は
指差平行方向ＤＹ２に垂直である方向へ反射することはないため、一部の指表面反射近赤
外光は血管射影光と共に固体撮像素子１４ｃに導光されることとなる。
【０１１８】
　従って、この固体撮像素子１４ｃから出力される血管画像信号Ｓ１０ａに基づく血管画
像ＢＩＭａには、図２１（Ｃ）にも示すように、血管射影光に基づく血管成分と共に指表
面反射近赤外光に基づくノイズ成分が、指差直交方向ＤＹ１に対応する水平方向に出現す
ることとなる（以下、この水平方向のノイズ成分を水平ノイズ成分と呼ぶ）。
【０１１９】
　一方、固体撮像素子１４ｃから出力される血管画像信号Ｓ１０ｂに基づく血管画像ＢＩ
Ｍｂには、図２１（Ｄ）にも示すように、血管射影光に基づく血管成分と共に指表面反射
近赤外光に基づくノイズ成分が、指差平行方向ＤＹ２に対応する垂直方向に出現すること
となる（以下、この垂直方向ノイズ成分を垂直ノイズ成分と呼ぶ）。
【０１２０】
（２－２－３）画像処理部の構成
　画像処理部１３０は、かかる水平ノイズ成分及び垂直ノイズ成分が滑らかとなるように
対応する血管画像ＢＩＭａ及び血管画像ＢＩＭｂを再構成する画像再構成部１３１が画像
再構成部３１（図４）に代えて設けられた点、当該再構成された血管画像ＢＩＭａ及びＢ
ＩＭｂの２値血管画像から共通部分を抽出するパターン抽出部１３３がパターン抽出部３
３（図４）に代えて設けられた点で、画像処理部３０（図４）とは異なっている。
【０１２１】
　画像再構成部１３１は、固体撮像素子１４ｃから出力される血管画像信号Ｓ１０ａ及び
Ｓ１０ｂ双方の輝度ヒストグラムを生成し、これら輝度ヒストグラムにおいて対応する輝
度値ごとに画素数の差を算出する。
【０１２２】
　そして画像再構成部１３１は、各輝度値の画素数の差の合計（以下、これを画素数差合
計と呼ぶ）が所定の閾値以上である場合に、血管画像信号Ｓ１０ａ及びＳ１０ｂ双方に対
して、画像再構成部３１における画像処理（図１２）と同様の処理を実行するようになさ
れている。
【０１２３】
　すなわち画像再構成部１３１は、血管画像信号Ｓ１０ａにおける輝度ヒストグラムのヒ
ストグラム波形パターンに対応する抽出範囲ＡＲにおける指差平行方向の画素数を、情報
記憶メモリ３４が記憶されたテーブルを参照して決定する。
【０１２４】
　そして画像再構成部１３１は、図８及び図９で上述したように、このとき決定した例え
ば縦５画素の輝度平均値を当該縦５画素の中心画素に対応する再構成血管画像ＲＩＭ（図
８）の画素として順次生成し、かくして生成された再構成血管画像ＲＩＭの再構成血管画
像信号Ｓ１１ａを２値化部３２に送出する。
【０１２５】
　また、画像再構成部１３１は、血管画像信号Ｓ１０ｂについても同様にして、当該血管
画像信号Ｓ１０ｂにおける輝度ヒストグラムのヒストグラム波形パターンから対応する抽
出範囲ＡＲにおける指差直交方向の画素数を決定した後、当該決定した例えば横５画素の
輝度平均値を当該横５画素の中心画素に対応する再構成血管画像（図示せず）の画素とし
て順次生成し、かくして生成された再構成血管画像の再構成血管画像信号Ｓ１１ｂを２値
化部３２に送出する。
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【０１２６】
　このようにして画像再構成部１３１は、図１０で示した実験結果と同様に、血管画像Ｂ
ＩＭａに含まれる水平ノイズ成分（図２１（Ｃ））及び血管画像ＢＩＭｂに含まれる垂直
ノイズ成分（図２１（Ｄ））を分散し、これにより水平ノイズ成分及び垂直ノイズ成分が
滑らかとなるように対応する血管画像ＢＩＭａ及び血管画像ＢＩＭｂを再構成することが
できるようになされている。
【０１２７】
　なお、画像再構成部１３１は、かかる画像処理を実行しない場合には、固体撮像素子１
４ｃから出力される血管画像信号Ｓ１０ａ、Ｓ１０ｂをそのまま再構成血管画像信号Ｓ１
１ａ、Ｓ１１ｂとして２値化部３２に送出するようになされている。
【０１２８】
　この再構成血管画像信号Ｓ１１ａ、Ｓ１１ｂは、２値化部３２により２値血管画像デー
タＤ１ａ、Ｄ１ｂとして生成され、パターン抽出部１３３に送出される。
【０１２９】
　パターン抽出部１３３は、図２２に示すように、上述の画像再構成部１３１の画像再構
成処理により分散しきれずに残った水平ノイズ成分及び血管に相当する血管成分からなる
２値血管画像と、垂直ノイズ成分及び血管成分からなる２値血管画像とのうち、当該２値
血管画像双方の共通部分となる血管成分を抽出する。
【０１３０】
　実際には、パターン抽出部１３３は、図２３に示すように、２値血管画像データＤ１ａ
、Ｄ１ｂ双方の２値血管画像における対応する画素同士をそれぞれ加算し、この加算結果
から、画素値が「２」となる共通部分の画素（以下、これを共通部分画素と呼ぶ）を抽出
する。
【０１３１】
　そしてパターン抽出部１３３は、このとき抽出した共通部分画素を認証情報Ｄ１０とし
て生成し、これを認証装置４（図１６）に送出するようになされている。
【０１３２】
（２－２－４）撮像処理手順
　ここで、上述の撮像装置１０３（撮像部１１０、撮像制御部１２０及び画像処理部１３
０）による撮像処理は、図２４に示す撮像処理手順ＲＴ２に従って行われる。
【０１３３】
　すなわち撮像装置１０３は、制御装置２（図１６）から撮像命令を受けると、この撮像
処理手順ＲＴ２をステップＳＰ１０において開始し、続くステップＳＰ１１に進んで、こ
のときガイド溝１２にガイドされた指ＦＧに対して近赤外光光源１１３ａ、１１３ｂから
指差直交方向ＤＹ１の近赤外光を照射することにより当該指ＦＧ内方の血管を撮像し、続
くステップＳＰ１２に進んで、近赤外光光源１１３ｃ、１１３ｄから指差平行方向ＤＹ２

の近赤外光を照射することにより当該指ＦＧ内方の血管を撮像する。
【０１３４】
　そして撮像装置１０３は、続くステップＳＰ１３に進んで、ステップＳＰ１１及びＳＰ
１２での撮像結果として得られた血管画像信号Ｓ１０ａ及びＳ１０ｂ双方の輝度ヒストグ
ラムにおいて対応する輝度値ごとに画素数の差（画素数差合計）を算出し、この算出結果
に基づいて、当該血管画像信号Ｓ１０ａ及びＳ１０ｂに対して画像処理（図１２）を施す
か否かを判定する。
【０１３５】
　ここで肯定結果が得られた場合（画素数差合計が所定の閾値以上である場合）、このこ
とは血管画像信号Ｓ１０ａ及びＳ１０ｂ双方又はいずれか一方においてノイズ成分（水平
ノイズ成分及び又は垂直ノイズ成分）が多く含まれていることを意味する。
【０１３６】
　従ってこの場合、撮像装置１０３は、続くステップＳＰ１４に進んで、血管画像信号Ｓ
１０ａ、Ｓ１０ｂに対して、図１２におけるステップＳＰ１～ステップＳＰ７までの画像
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処理を施して再構成血管画像信号Ｓ１１ａ、Ｓ１１ｂを生成した後、次のステップＳＰ１
５に進む。
【０１３７】
　これに対して否定結果が得られた場合（画素数差合計が所定の閾値未満である場合）、
撮像装置１０３は、ステップＳＰ１４で画像処理を施すことなく次のステップＳＰ１５に
進む。
【０１３８】
　そして撮像装置１０３は、このステップＳＰ１５において、ステップＳＰ１４での画像
処理結果として得られる再構成血管画像信号Ｓ１１ａ、Ｓ１１ｂ（血管画像信号Ｓ１０ａ
、Ｓ１０ｂ）の２値血管画像双方における共通部分を認証情報Ｄ１０として生成し、これ
を認証装置４（図１６）に送出した後、次のステップＳＰ１６に進んで、この撮像処理手
順ＲＴ２を終了する。
【０１３９】
　このようにして撮像装置１０３は撮像処理を実行するようになされている。
【０１４０】
（２－３）動作及び効果
　以上の構成において、この撮像装置１０３は、指差方向ＤＸに対して直行する指差直行
方向ＤＹ１（図１９）及び指差方向ＤＸに平行な指差平行方向ＤＹ２（図１９）の近赤外
光を指ＦＧに時分割で照射し、当該指ＦＧの内方で散乱して得られる血管射影光を固体撮
像素子１４ｃに導光する。
【０１４１】
　そして撮像装置１０３は、この固体撮像素子１４ｃから出力される血管画像信号Ｓ１０
ａ、Ｓ１０ｂ（図２０）の２値血管画像から共通部分を抽出する。
【０１４２】
　従ってこの撮像装置１０３では、これら２血管画像（図２２）のうち、指ＦＧの表面で
指差直行方向ＤＹ１及び指差平行方向ＤＹ２に沿って反射する近赤外光（指表面反射近赤
外光）に基づく水平ノイズ成分及び垂直ノイズ成分だけを残して本来の血管成分を抽出す
ることができるため、当該ノイズ成分による画像中の血管成分への影響を低減することが
でき、かくして画質を向上することができる。
【０１４３】
　この場合、撮像装置１０３は、必要に応じて、血管画像信号Ｓ１０ａ、Ｓ１０ｂ（図２
０）の２値血管画像を生成する前に、指差直行方向ＤＹ１に対応する水平方向の輝度値が
滑らかとなるように血管画像信号Ｓ１０ａに基づく血管画像を再構成すると共に、指差平
行方向ＤＹ２に対応する垂直方向の輝度値が滑らかとなるように血管画像信号Ｓ１０ｂの
血管画像を再構成し、これら再構成結果の２値血管画像から共通部分を抽出する。
【０１４４】
　従ってこの撮像装置１０３では、本来の血管成分でないにもかかわらず、水平ノイズ成
分に対応する画素と垂直ノイズ成分に対応する画素同士が共通部分となってしまう確率を
、当該血管画像信号Ｓ１０ａ、Ｓ１０ｂの再構成により低減することができるようになる
ため、より適切に血管成分を抽出することができ、かくして画質を一段と向上することが
できる。
【０１４５】
　また撮像装置１０３は、このようにして共通部分を抽出した血管成分を認証情報Ｄ１０
として生成することにより、信頼性の高い認証情報Ｄ１０を生成することができ、この結
果、認証時の信頼性を向上することができる。
【０１４６】
　以上の構成によれば、指差直行方向ＤＹ１及び指差平行方向ＤＹ２の近赤外光を指ＦＧ
に時分割で照射し、当該指ＦＧの内方で散乱して得られる血管射影光に基づく血管画像信
号Ｓ１０ａ、Ｓ１０ｂの２値血管画像から共通部分を抽出するようにしたことにより、水
平ノイズ成分及び垂直ノイズ成分だけを残して本来の血管成分を抽出することができるた
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め、当該ノイズ成分による画像中の血管成分への影響を低減することができ、かくして画
質を向上することができる。
【０１４７】
（２－４）他の実施の形態
　なお上述の第２の実施の形態においては、撮像対象として、指ＦＧ内方における血管を
適用するようにしたが、本発明はこれに限らず、例えば眼球部分、掌部分、腕部分、脹脛
部分又は足底部分等のこの他種々の生体部位又は生体全身における血管を撮像することが
できる。
【０１４８】
　また上述の第２の実施の形態においては、生体に対して第１の照射方向及び第１の照射
方向とは異なる第２の照射方向から特定光を時分割で照射する照射手段として、指差直行
方向ＤＹ１及び指差平行方向ＤＹ２から指ＦＧの指腹に近赤外光を照射するようにした場
合について述べたが、本発明はこれに限らず、この他種々の照射方向から近赤外光を照射
することができる。またこの場合、血管のうち静脈のみ又は動脈のみに特異的な近赤外光
を照射するようにしても良く、生体内方における血管以外の固有の構造物に特異的な光を
照射するようにしても良い。
【０１４９】
　さらに上述の第２の実施の形態においては、照射手段から照射され、生体を経由して得
られる近赤外光を固体撮像素子に導光する導光手段として、指差平行方向ＤＹ２と同方向
に偏光軸を有する偏光板１１５ａと、指差直交方向ＤＹ１と同方向に偏光軸を有する偏光
板１１５ｂとを張り合わせてなる偏光板１１５を設けるようにした場合について述べたが
、本発明はこれに限らず、要は、指差直交方向ＤＹ１（第１の照射方向）及び指差平行方
向ＤＹ２（第２の照射方向）に垂直な方向とは異なる方向に偏光軸を有するこの他種々の
偏光板を設けることができる。
【０１５０】
　またこの場合、通常光の入射方向とは異なる方向に偏光軸を有する通常光用の振動板を
、偏光板１１５に張り合わせるようにしても良い。このようにすれば、指ＦＧの表面で反
射した通常光に基づくノイズ成分による画像中の血管成分への影響をも低下させることが
できるため、より画質を向上することができる。
【０１５１】
　またかかる偏光版１１５を設けずに、近赤外光透過フィルタ１４ａ及び又はその他の光
学系レンズを導光手段として用いるようにしても良い。
【０１５２】
　さらに上述の第２の実施の形態においては、第１の照射方向に対応する方向の輝度値が
滑らかとなるように第１の画像を再構成すると共に、第２の照射方向に対応する方向の輝
度値が滑らかとなるように第２の画像を再構成する再構成手段として、抽出範囲ＡＲを１
画素ずつジグザグ状（図９）にシフトするようにして縦５画素を順次抽出し、当該抽出し
た縦５画素の輝度平均値を、このとき抽出した抽出範囲ＡＲの中心画素に対応する再構成
血管画像ＲＩＭの画素として生成するようにした場合について述べたが、本発明はこれに
限らず、例えば縦２列の互いに隣接する複数の画素を抽出範囲ＡＲとするようにしても良
く、また輝度平均値に代えて縦５画素に対して所定の周波数分析処理を施すことにより得
られる値、あるいは抽出範囲ＡＲの各画素をそれぞれ所定の割合で乗算し、当該乗算結果
を加算することにより得られる値とするようにしても良い。
【０１５３】
　さらに上述の第２の実施の形態においては、２値化された第１の画像及び第２の画像の
共通部分を抽出する抽出手段として、再構成血管画像信号Ｓ１１ａ、Ｓ１１ｂを２値化し
た２値血管画像（２値血管画像データＤ１ａ、Ｄ１ｂ）を加算するようにした場合につい
て述べたが、本発明はこれに限らず、例えば再構成血管画像信号Ｓ１１ａ、Ｓ１１ｂにお
ける所定の相互相関結果に対応する画素を共通部分（血管成分）として検出するようにし
ても良い。
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【産業上の利用可能性】
【０１５４】
　本発明は、生体を撮像する場合や、当該撮像機能を搭載する家庭用電子機器、パーソナ
ルコンピュータ又は携帯電話機等の端末装置において認証する場合等に利用可能である。
【符号の説明】
【０１５５】
　１、１０１……認証システム、２……制御装置、３、５０、６０、１０３……撮像装置
、４……認証装置、１０、１１０……撮像部、１１……撮像開口部、１２ａ、１２ｂ……
ガイド溝、１３ａ、１３ｂ、６１ａ、６１ｂ、６１ｃ、１１３ａ、１１３ｂ、１１３ｃ、
１１３ｄ……近赤外光光源、１４……カメラ部、１４ｃ、６４……固体撮像素子、１５、
７０、７１、１１５ａ、１１５ｂ……偏光板、２０、１２０……撮像制御部、３０、１３
０……画像処理部、２１、１２１……光源駆動部、２２……クロック発生部、２３……電
荷量調整部、３１、１３１……画像再構成部、３２……２値化部、３３、１３３……パタ
ーン抽出部、３４……情報記憶メモリ、５３ａ、５３ｂ、６５……遮蔽部、６２……第１
のフィルタ、６３……第２のフィルタ、ＤＸ……指差方向、ＤＹ……照射方向、ＤＹ１…
…指差直交方向、ＤＹ２……指差平行方向、ＦＧ……指、ＲＴ１……画像処理手順、ＲＴ
２……撮像処理手順。

【図１】 【図２】



(20) JP 5146497 B2 2013.2.20

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(21) JP 5146497 B2 2013.2.20

【図８】 【図９】

【図１１】 【図１２】



(22) JP 5146497 B2 2013.2.20

【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】



(23) JP 5146497 B2 2013.2.20

【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】



(24) JP 5146497 B2 2013.2.20

【図２１】 【図２２】

【図２３】 【図２４】



(25) JP 5146497 B2 2013.2.20

【図２５】



(26) JP 5146497 B2 2013.2.20

【図７】



(27) JP 5146497 B2 2013.2.20

【図１０】



(28) JP 5146497 B2 2013.2.20

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００４－０３０６８０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０５－２０５０４９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－１１６５４０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０７－３０７９４２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－０４４４３５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－０３２４５３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２５００５７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｔ　　　１／００　　　　
              Ａ６１Ｂ　　　５／１１７　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

